
給水装置工事申込に関する処理方法

～工事の種類～

●新設：井戸の切り替えや新築などメーター器を新しく作る場合

申請（着工前）

完了（完成後）

手数料 500 円×２

●改造：メーター器取り替えやルート変更など既設給水設備を改造する場合

申請（着工前）

完了（完成後）

手数料 500 円×２

●撤去：給水設備を撤去する場合（共同管より単独給水管へ切り替える場合も含む）

申請（撤去前）

完了（撤去後）

手数料なし

●増設：増築などにより給水設備を新たに設置した場合

申請（着工前）

完了（完成後）

手数料 500 円×２

●仮設：新築工事目的等で一時的に給水装置を設置した場合

申請（着工前）

完了（完了後→仮設撤去時ではなく、仮設設置後）

手数料 500 円×２

※その場所や工事内容により、適切な種別がありますので、不明な場合はご相談ください。



～甲止水栓について～

アパートや共同給水管等の複数で１本の分水を分岐して使っている時につける。

また、φ２５mm 以上の給水でもつける。

～オフセット図（完了時に提出）について～

オフセット図の種類

①メーター器位置：メーター器取り替えの時のメーター器位置不明解消

②分水位置 ：漏水時の位置特定、再利用時の位置特定

③止水位置 ：漏水時の位置特定、再利用時の位置特定

④甲止水栓位置 ：漏水・撤去時の止水位置特定

新設：①＋②

改造：改造によりメーター器 or 分水位置を変えた場合は、それぞれのオフセット図

撤去：②のみ（分水位置で止水した場合）or②＋③（給水管の途中で止水した場合）

修繕：修繕によりメーター器 or 分水位置を変えた場合は、それぞれのオフセット図

増設：増設によりメーター器 or 分水位置を増やした場合は、それぞれのオフセット図

仮設：②のみ（分水位置で止水した場合）or②＋③（給水管の途中で止水した場合）

※甲止水栓を設置した場合は、上記すべての申請において④が必要

～仮設の取り扱い～

・新築工事のために給水を行う仮設は、最終的に撤去も行うため、新設と撤去の両方の申

請が必要となる。

①仮設の申請受付

↓

②仮設の完了受付（開始指針が判明）

↓

③仮設給水が終了し、撤去の申請受付

↓

④撤去の完了受付（中止指針が判明）

・仮設の水道料金は、開始指針と中止指針差し引きにより算定する。２ヶ月検針ではない。

そのため、仮設完了時の開始指針と撤去完了時の中止指針が重要となる。

・現段階では、上記のとおり①から④まで順を追って申請を行う業者、①と④のみしか提

出しない業者が混在している状況にあるため、後者の業者に対しては、①から④まで、

すべて提出するよう指導する必要がある。

・A家屋（検満）、B家屋（まだ検満ではない）B→A へメーター器を移設

→A撤去＋改造、B撤去


